
介護予防ケアマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の追加について 

 

酒田市地域包括支援センター運営協議会設置要綱第 2 条第 1 項第 1 号エにおいて、協議会の所掌事務として、

「センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の決定」が謳われており、事業

所利用を希望する者がいるため、次の事業所について委託の承認を考えるものです。 

 

１． 事業所名 多機能型介護ステーションぬくもり 

事
業
所
の
概
要 

所在地 山形県酒田市泉町９－１９ 

法人等の名称 有限会社愛・めぐみ 

事業開始年月日 2005/06/20 

営業時間・曜日 平日 8時 30分～17時 30分 

介護支援専門員数 1人 

 基礎資格 介護福祉士 

主任介護支援専門員有資格者の有無 無 

経験年数 10年以上の介護支援専門員数 1人 

運営方針 要介護者と、その家族がもつ生活課題を、医療・福祉等多様な

サービスより本人自らの意思に基づき選択、自立した質の高

い生活を住み慣れた地域社会において継続できるよう支援い

たします。 

サービスの特色 ご利用者の尊厳を守り、ご利用者が望む、その人らしい生活が

送れるよう秘密保持を守り、公正・中立な立場でいつでもご利

用者の立場に立った支援をします。自らの資質向上に努めて

いきます。 

※事業所の概要は、介護サービス情報公表システムより抜粋 

 

２． ＪＡ庄内みどり福祉センター 

事
業
所
の
概
要 

所在地 山形県酒田市熊手島字道の下熊興屋 17番 1  

法人等の名称 庄内みどり農業協同組合 

事業開始年月日 2014/2/1 

営業時間・曜日 平日 8時 30分～17時 30分 

介護支援専門員数 4人 

 基礎資格 介護福祉士 

主任介護支援専門員有資格者の有無 2人 

経験年数 10年以上の介護支援専門員数 1人 

運営方針 組合員とその家族および地域住民が要介護状態になった場合

においても、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう配慮して行う。 

サービスの特色 特になし 

※事業所の概要は、介護サービス情報公表システムより抜粋 

 

 

 

資料６ 



 

３． 居宅介護支援事業所樫の木 

事
業
所
の
概
要 

所在地 山形県酒田市こあら二丁目 4番地の 6 コンフォート樫の木 

法人等の名称 株式会社樫の木 

事業開始年月日 2010/4/1 

営業時間・曜日 平日 9時 00分～17時 00分 

介護支援専門員数 1.5人 

 基礎資格 介護福祉士 

主任介護支援専門員有資格者の有無 有 

経験年数 10年以上の介護支援専門員数 1人 

運営方針 1.事業は利用者が要介護状態になった場合でも、可能な限り

居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営む

事が出来るよう配慮します。 

2.事業は、利用者の心身の状況や置かれている環境等に応じ

て、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉

サービスが、多様な事業者から相互的かつ効率的に提供され

よう配慮して行います。 

3.事業は、利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場

に立って、提供する指定居宅サービス等が特定の種類または

特定の居宅サービス事業者に不当に偏することがないように

公平中立に行います。 

4.事業は、市、他の指定居宅介護支援事業所及び介護保険施設

との連携に務めます。 

サービスの特色 居宅での介護サービスやその他の保険サービス、福祉サービ

スを適切に利用することができるようにサポート致します。 

※事業所の概要は、介護サービス情報公表システムより抜粋 

 

 

 


